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大
権
現
と

し
て

の

徳
川
家
康
で

あ
っ

た

は

ず
で

あ
る。

し
か

し

こ

れ
ら
の

神
は

、

祭
神
選

定
過

程
に

お

い

て
一

切
そ

の

名
前
を

見
る

こ

と

が

出
来
な

い
。

も
と

よ

り

家
康
を

奉
斎
す
る

た
め
に

は

様
々

な

政
治

的
困
難
が

伴
っ

て

お

り
、

ま

た

す
で

に

水

戸
城
下
に

は

東
照
宮
が

存
在
し
て

い

た

こ

と

も

関
係
し

て

い

る

で

あ
ろ

う
。

　

し

か

し、

た

と

え
家

康
奉
斎
が

叶
わ
な
く
と

も、

水
戸
徳
川
家
に

は

藩

祖
・

徳
川

頼
房
以
来
崇
敬
す
る

日
本
武
尊
（
吉
田

神
社）

が

存
在
し
て

い

た
。

本
来、

こ

の

神
へ

の

崇
敬
は

、

頼
房
入
封
以

前
に

常
陸
国
を

領
有
し

て

い

た
佐

竹
氏
に

よ

る
八

幡
神
崇
敬
に

対
抗
す
べ

く
選

択
さ

れ
た

藩
レ

ベ

ル

で

の

新
た
な

国
家
神
で

あ
っ

た
。

だ

が

こ

の

神
も
ま
た

、

弘
道
館
に

奉

斎
す
べ

き
神
の

候
補
と

す
ら
さ
れ

な
か

っ

た
。

　

弘

道
館
建
設
に

全

力
を

注
い

だ

藩
主
・

徳

川
斉
昭
は、

は

じ

め

「

神
武

帝
・

応
神
帝
・

天

智
帝
」

と

い

っ

た

天

皇
神
の

奉

斎
を

構

想
す
る

。

彼

は、

天

皇
神
を

中
心
と

し
て、

孔
子
や

そ
の

他
の

日
本
の

神
を

配
置
す
る

こ

と

で
、

尊
王

の

実
を
あ
げ
よ
う
と

考
え
て

い

た
の

で

あ
る

。

し
か

し、

こ

の

目
論

見
は
、

会
沢
を

始
め
と

す
る

彼
の

側
近
ら
に

よ

っ

て

潰
え

て

し

ま

う
。

彼
ら

は
、

臣
下
が

天

皇
神
を

奉
斎
す
る

こ

と

の

不
敬
を

指
摘
し
、

み

ず
か

ら
の

主

君
に

そ

の

計
画
撤
回
を

訴
え
た
の

で

あ
る

。

　

天

皇
神
奉
斎
と

い

う

原
案
に

代
わ
っ

て

最
終
的
に

選
択
さ

れ
た
の

が
、

鹿
島
神
で

あ
っ

た
。

会

沢
の

理
解
で

は
、

天
孫
の

た
め
に

常
陸
国
を

拠
点

と

し

て

蝦
夷
を

平
定
し
た

こ

の

神
こ

そ
、

「

尊
王
」

と

「

攘

夷
」

と

を

象

徴
す
る

神
に

ほ

か

な
ら
な
か

っ

た
。

そ
し
て、

本
来、

水

戸
藩
領
に

含
ま

れ

て

い

な
い

こ

の

常
陸

国
一

宮
・

鹿
島

神
宮
の

神
を
水
戸
藩
の

神
と

し
て

祀
る

こ

と
で、

会

沢
や
そ
の

同
志
た

ち

は、

御
三

家
の

中
で

唯
一
一

国

領

主
で

は

な
い

こ

の

水
戸
徳
川

家
を

「

當
陸
国

領
主
」

へ

と

（
観
念
の

上
だ

け

で

は

あ
る
が
）

転
身
さ

せ

る

こ

と

が
で

き
た

の

で

あ

る
。

ま

た
、

こ

の

「

尊
王

攘
夷
」

の

神
を

奉
斎
す

る

こ

と

は
、

み

ず
か

ら

も

ま

た

「

尊
王

攘

夷
」

と

い

う
神
聖

な

る

使
命
を

帯
び
る

こ

と

を
意
味
し

た

の

で

あ
り、

そ

の

た
め

に

も

斉
昭
を

中
心
と

す

る
水
戸
藩
の

天
保
改
革
は、

い

っ

そ

う

力

強
く

推
進
さ

れ

な

け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い

う

政
治
的
卞

張
へ

と

逢

着
す
る

こ

と

と

な
る

。

そ

れ

は

た
ん
な
る
ノ

ッ

ペ

リ
と

し
た

国
民
国
家
論
な
ど
に

は
囲

収
さ
れ

る

こ

と

の

な
い

「

水
戸
」

と

い

う
土
地
に

根
差
し

た
イ
デ
オ

ロ

ギ
ー

で

あ
っ

た
。

神
祗
伯
白
川
家
に

お

け

る

鎮
魂
祭

山
　
口

　
剛

　
史

　

宮
中
に

お

け
る

鎮

魂
祭
は
、

明
治
の

再
興
に

至
る

ま

で、

十
五

世
紀
以

降
中
絶
の

憂
き
目
を
見
た
、

と

す
る

の

が
］

般
的
な

認

識
で

あ
る

。

し
か

し、

鎮
魂
祭
は
、

光

格
天
皇
の

朝
儀
復
興

の
｝

環
と

し

て、

既
に

寛
政
九

年
（

一

七
九
七
）

、

神
祗
伯

白
川
家

邸
内
に

お

い

て

「

再

興
」

を

果
た

し

て

お

り、

実
は

「

内
々

沙
汰
」

で

そ

れ

以

前
か

ら

「

例
年
」

修
さ

れ
て

い

た
（
『

柳
原
均
光
日

次
記
』

同
年
十
｝

月

卜
三

日
条
）

。

　

例
え
ば
、

『

伯
家
部
類
』

に

は

「

鎮
魂
祭
略
次
第
」

が、

ま
た、

資
氏

モ

著
と

さ

れ
る

『

伯

家
鎮
魂
祭

行
事

伝
』

（
國
學
院
大

學
御
所

蔵）

に

は

「

鎮
魂
祭

行
式
」

が

収
め
ら
れ

て

お

り、

両
書
に

は
、

宝
暦
三

年
（

一

七

五
三
）

当
時、

鎮
魂
祭
が
伯
家
邸

内
で

「

御
代
々
」

天
皇
の

「

依
仰

、

例

年
」

斎
行
さ
れ

て

い

る

旨
が

記
さ

れ
て

い

る
。

こ

の

宝
暦
三

年
当
時
の

鎮
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魂

祭
次
第
に

つ

い

て

は、

拙
稿
「

鎮
魂
祭
御
祈
繕
に

関
す
る
一

考
察
」

（
『

神
道
史
研

究
』

第
五

十
七

巻
第
一

号、

平

成
二

十
一

年
四

月
一

日）

で

既
に

報
告
し

た
。

　
「

鎮
魂
祭
略

次
第
」

に

も

「

鎮
魂
祭
行
式
」

に

も

鋪
設

図
が

附
さ

れ

て

お

り、

両

図
に

描
か

れ
て

い

る

内
容
は

同
］

と

言
っ

て

よ
い

も
の

で

あ

る
。

た
だ、

「

鎮

魂
祭
略
次

第
」

の

図
に

は、

「

御
殿
ノ

上

布
引
」

と
書
か

れ
て

い

る
。

よ

っ

て
、

宝

暦
三

年
段
階
で

は
、

鎮
魂
祭
は

殿
上

で

執
り

行

わ
れ

て

い

た

と

判
る

。

　

即
ち、

宝

暦
元

年
（

一

七
五
一
）

の

白
川

家
邸
内
八

神
殿
再
興

以

降

も
、

鎮
魂
祭
の

祭
祀
は
、

庭
上

で

新
し
い

八

神
殿
に

向
か

っ

て

行
わ
れ
て

は
い

な
か

っ

た
と

判

断
で

き
よ

う。

つ

ま

り
、

鎮
魂
祭
は

、

御
殿

内
に

設

け
ら

れ
た

祭
壇
上

の

神
体
に

対
し

て

行
わ

れ
て

い

た
こ

と
に

な
る

。

　
と

こ

ろ

が
、

寛
政

九
年
の

次
第
に

は
、

「

庭
中
蹲
居
」

と

あ
る

の

で
、

こ

の

年
の

祭
典
は

庭
上
で

あ
っ

た

と

解
す

る

こ

と

が

で

き
る

。

こ

の

次
第

は
、

先
述
の

『

柳
原

均
光
日

次
記』

（
『

均
光
卿
記』
）

同
日
上

に、

「

次
第

〔

伯
卿
備
忘
〕

」

と

し

て

記
さ
れ
て

い

る
。

　
そ

の

儀
式
内
容
は

古
式
に

則
っ

た
も
の

で

あ
り

、

宝
暦
三

年
の

内
容
よ

り

も

詳
細
で

あ
る

。

特
に
、

楽
に

関
す
る

項
目
が

充
実
し
て

い

る
。

「

今

度
安
倍
家
雅
楽
助

季
康

朝
臣、

恐
失

其
伝
再
興、

伯

資
延
家
執
奏

申
之

間
、

伯
資

延
卿
祭
主

之
、

」

と

あ
る

の

で、

当
然
の

帰
結
と

言
え
る

か

も

し

れ

な
い

。

「

楽
所
」

と

し

て
、

「

季

康
朝
臣

　
維
寧
朝
臣

　
忠
職
朝
臣

忠
勇

　
高
美

　
季
良
」

と

六

名
も

参
仕
し
て

お

り
、

季
康
自
身
が

筆
頭
に

置
か

れ
て

い

る
。

楽

所
の

参

加
は
、

公

的
復
興
の
一

歩
前
進
と

も

解
釈
で

き

よ

う
。

　
そ

の

他
の

大
き

な

相
違

点
と

し

て
、

「

解
除
之

儀
」

が

明
記
さ

れ

て

い

る

こ

と、

前
段
儀
礼
の

召
し
立
て

が

あ
る

こ

と、

「

祝
師
」

が

「

祝
文
」

を

読
む

こ

と
、

を

挙
げ

る
こ

と

が

で

き

る
。

興

味
深
い

点
と

し

て

は、

「

物

忌
」

と

「

神
児
」

を

父
娘
で

務
め
て

い

る

こ

と

な
ど

で

あ
る

。

　

最
も

喚
起
し

た

い

の

は、

「

次
祭
主
仰
鬘

木

綿
賜
〔

倍
止、
〕

称
唯

退

出、

更
参
入

献
木
綿、

祭
主

取
之
纏
巾
子、

次
神
部
分
木

綿
、

」

の

記

述

で

あ
る

。

『

康
富

記
』

宝
徳
三

年

2
四

五
｝
）

十
一

月
十
九
日

条
に

は、

鎮
魂
祭
に

つ

い

て

「

近

例
不

可

説
々

々
、

献
杯
二

献
有
之
、

無
蘰
木

綿

云
々
」

と

記
さ

れ

て

い

る
。

応
仁
の

乱
以
前
に

失
わ
れ
て

い

た

古
儀
を
も

復
活
さ
せ

た
こ

と

が
、

こ

れ
に

よ

っ

て

知
ら
れ
る

。

　
「

次
第
〔

伯
卿
備
忘
と

に

は、

残
念
な

が

ら

鋪
設
図
が

附
さ

れ
て

い

な

い
。

だ

が、

こ

の

次
第
を

裏
付
け
る

よ

う
な

図
面
が、

東
京
都
立
中

央
図

書
館
御
所
蔵
「

木
子
文
庫
」

に

収
め

ら
れ

て

い

る
。

木
子

文

庫
は、

代
々

内
裏
の

作
事
に

関
わ
る

大
工

で

あ
っ

た

木
子

家
に

伝
わ

る

資
料
群
で

あ

る
。

そ

の

う
ち

「

一
−

〇
五
七
二
一
」

か

ら

＝
−

〇
五
七
二

四
」

ま
で

の

四

点
が
、

白
川
家
八

神
殿
の

図
面
で

あ
る

。

　
四

点
の

図
面
は

今
ま

で

看
過
さ
れ
て

き

た

が

極
め
て

重
要
で
、

本
発
表

の

主

目
的
は
、

そ
れ
ら
を

紹
介
す
る

こ

と

で

あ
る

。

そ
の

う
ち
二

点
は
、

白
川
家
鎮
魂
祭
の

庭
上

鋪
設
図
に

他
な
ら
な
い

。

そ

し
て

、

両
図
の

内
容

は、

「

次
第

〔

伯
卿
備
忘〕
」

の

記
述
と

齟
齬
を

き

た

さ
な

い
。

こ

れ
ら

の

図

面
は
、

「

明
治

拾
五

年
十
月

十
三

日
八

神
殿
之
図

　
皇
居

造
営
楓
山
お

い

て

神
殿
造
営
二

付

調
之

為
正
三

位
白
川
資
訓
殿
拝
借
写
ス

モ

ノ

也
」

と

い

う

経
緯
で

木
子
文
庫
に

加
わ

っ

た

も
の

で

あ
る

。

よ
っ

て
、

遅
く
と

も

寛
政
九
年
か

ら

明
治

維
新
ま
で、

白
川
家
鎮
魂
祭
は

庭
上
で

八

神
殿
に

対
し
て

行
わ

れ

て

い

た、

と

推
測
で

き

る
。
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